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「青森県林地開発許可基準」の一部改正新旧対照表

改 正 後 現 行

青 森 県 林 地 開 発 許 可 基 準 青 森 県 林 地 開 発 許 可 基 準

平成 ６年 ９月２７日制 定 平成 ６年 ９月２７日制 定
平成１５年 ４月１１日一部改正 平成１５年 ４月１１日一部改正
令和 ５年 ６月２６日全部改正 令和 ５年 ６月２６日全部改正
令和 ８年 月 日一部改正

前文及び第１ （略） 前文及び第１ （略）

第２ 災害を 発生させるおそ れに関する事項（森林法 第２ 災害 を発生させる おそれに関する事項（森林法
第 10条 の２第２項第１号関係） 第 10条 の ２第２項第１号関係）
次に掲げる基準に適合するものであること。 次に掲げる基準に適合するものであること。
た だ し 、 宅 地 造 成 及 び 特 定 盛 土 等 規 制 法 （ 昭 和

3 6年 法 律 第 191号 ） 第 12条 第 １ 項 の 許 可 、 同 法 第 16
条 第 １ 項 の 変 更 の 許 可 、 同 法 第 3 0条 第 １ 項 の 許 可
又 は 同 法 第 35条 第 １ 項 の 変 更 の 許 可 を 要 す る 開 発
行 為 の 場 合は 、 同 法 の 許 可 の 基 準並 び に １ 、 ５ 及 び
７ か ら 1 1ま で の 基 準 に 適 合 す る こ と を も っ て 、 法 第
10条 の ２ 第 ２ 項 第 １ 号に 該当 し な い も の と す る 。
１～６ （略） １～６ （略）
７ 洪水調節池等の設置等 ７ 洪水調節池等の設置等
前文及び⑴、⑵ （略） 前文及び⑴、⑵ （略）
⑶ 洪水調節の方式は、原則として自然放流方式 ⑶ 洪水調節の方式は、原則として自然放流方式
である こと。やむを得 ず浸透型施設として整備 であ ること。やむ を得ず浸透型施設として整備
する場 合については、 研究機関等の第三者によ する 場合について は、尾根部や原地形が傾斜地
る地質 調査等により浸 透型施設でも問題がない であ る箇所、地す べり地形である箇所又は盛土
明確な 根拠が示される とともに、尾根部や原地 を行 った箇所等浸 透した雨水が土砂の流出・崩
形が傾 斜地である箇所 、地すべり地形である箇 壊を 助長するおそ れがない箇所に設置されるこ
所又は 盛土を行った箇 所等浸透した雨水が土砂 と。
の流出 ・崩壊を助長す るおそれがない箇所に設
置されること。

⑷、⑸ （略） ⑷、⑸ （略）
８～ 11 （略） ８～ 11 （略）

第３、第４ （略） 第３、第４ （略）
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改 正 後 現 行
第 ５ 環 境 を 著 し く 悪 化 さ せ る お そ れ に 関 す る 事 項 第 ５ 環 境 を 著 し く 悪 化 さ せ る お そ れ に 関 す る 事 項
（森林法第 10 条の２第２項第３号関係） （森林法第 10 条の２第２項第３号関係）
次に掲げる基準に適合するものであること。 次に掲げる基準に適合するものであること。
１ 森林又は緑地の残置又は造成 １ 森林又は緑地の残置又は造成

（本文略） （本文略）
⑴ 相当 面積の残置森林 等の配置については、森 ⑴ 相 当面積の残置 森林等の配置については、森
林又は 緑地を現況のま ま保全することを原則と 林又 は緑地を現況 のまま保全することを原則と
し、や むを得ず一時的 に土地の形質を変更する し、 やむを得ず一 時的に土地の形質を変更する
必要が ある場合には、 可及的速やかに伐採前の 必要 がある場合に は、可及的速やかに伐採前の
植生に 回復を図ること を原則として森林又は緑 植生 に回復を図る ことを原則として森林又は緑
地が造成されるものであること。 地が造成されるものであること。
森林 の配置について は、森林を残置すること 森 林の配置につ いては、森林を残置すること

を原則 とし、極力基準 を上回る林帯幅で適正に を原 則とし、極力 基準を上回る林帯幅で適正に
配置さ れることとし、 森林の造成は、土地の形 配置 されることと し、森林の造成は、土地の形
質を変 更することがや むを得ないと認められる 質を 変更すること がやむを得ないと認められる
箇所に限って適用する。 箇所に限って適用する。
この 場合において、 残置森林等の面積の事業 こ の場合におい て、残置森林等の面積の事業

区域内の森林面積に対する割合は、別記２の「事 区域内の森林面積に対する割合は、別記２の「事
業区域 内において残置 し、若しくは造成する森 業区 域内において 残置し、若しくは造成する森
林又は緑地の割合」によること。 林又は緑地の割合」によること。
また 、残置森林等は 、別記２の「森林の配置 ま た、残置森林 等は、別記２の「森林の配置

等」に より開発行為の 規模及び地形に応じて、 等」 により開発行 為の規模及び地形に応じて、
事業区 域内の周辺部及 び施設等の間に適切に配 事業 区域内の周辺 部及び施設等の間に適切に配
置されていること。 置されていること。
ただ し、車両進入路 や洪水調節池などの設置 な お、別記２に 掲げる開発行為の目的以外の

であっ て、その理由が 明らかであり、かつ、合 開発 行為について は、その目的、態様、社会的
理的な ものであると判 断される場合に限り分断 ・経 済的必要性、 対象となる土地の自然的条件
しても差し支えない。 等に 応じ、別記２ に準じて適切に措置されてい
なお 、別記２に掲げ る開発行為の目的以外の ること。

開発行 為については、 その目的、態様、社会的
・経済 的必要性、対象 となる土地の自然的条件
等に応 じ、別記２に準 じて適切に措置されてい
ること。

⑵、⑶ （略） ⑵、⑶ （略）
２～４ （略） ２～４ （略）

第６ （略） 第６ （略）

別記１～３、別紙 （略） 別記１～３、別紙 （略）


